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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　減圧治療システムにおいて、
　組織部位に配置されるマニホールドと、
　収集チャンバー、前記マニホールドと流体連結する流入口、および、前記収集チャンバ
ーの流出壁に配置された流出口を有する収集容器と、
　前記収集容器の前記流出口に流体連結され、前記組織部位からの流体を収集チャンバー
に流すように、前記収集チャンバーおよび前記組織部位に減圧を与える減圧源と、
　前記流出口に取り付けられ、液体が前記収集チャンバーから前記流出口を介して流出す
るのを防止する液体空気セパレーターと、
　前記収集容器内に設けられ、前記収集容器に流入する液体を偏向させ、前記液体空気セ
パレーターが早期に目詰まりするのを防ぐバッフルとを具え、
　前記バッフルは、前記収集容器内に配置されたときに、前記収集容器の水平液体ライン
に対し角度付けされた偏向板を具え、当該偏向板に当たる流体は前記流出壁から遠ざかる
ように案内されることを特徴とする減圧治療システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の減圧治療システムにおいて、前記バッフルは、前記流入口と前記流出
口との間で湾曲路を形成することを特徴とする減圧治療システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の減圧治療システムにおいて、前記バッフルはスクリーンであることを
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特徴とする減圧治療システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の減圧治療システムにおいて、前記バッフルは、流体が前記収集チャン
バーに流入する時に形成される泡を破裂させるために、少なくとも１つの膨出部が前記偏
向板に配置されていることを特徴とする減圧治療システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の減圧治療システムにおいて、前記液体空気セパレーターが疎水性フィ
ルターであることを特徴とする減圧治療システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の減圧治療システムにおいて、前記バッフルは、滴形成領域と前記流出
口の間に配置されていることを特徴とする減圧治療システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の減圧治療システムにおいて、前記バッフルが、前記収集容器内で破裂
する泡からの液滴またはしぶきを当該収集容器内に受けるよう配置されており、前記泡は
前記収集容器の滴形成領域にて破裂し、前記バッフルが滴形成領域と前記流出口の間に配
置されていることを特徴とする減圧治療システム。
【請求項８】
　減圧治療システムで用いられる収集容器において、
　前記収集容器は、
　収集チャンバーと、
　組織部位に流体連結される流入口と、
　減圧源に流体連結される流出口と、
　前記流出口に隣接して設けられる液体空気セパレーターと、
　前記収集容器内に設けられ、前記収集容器に流入する液体を偏向させて、前記液体空気
セパレーターが早期に目詰まりするのを防ぐバッフルと、
　前記収集チャンバーの上方に設けられた流入チャンバーであって、流入壁部により画定
される開口端部および閉口端部と、前記流入チャンバーと前記収集チャンバーとを仕切る
仕切り部とを具え、前記仕切り部は、前記流入チャンバーと前記収集チャンバーとを連通
させる開口部を有する流入チャンバーと、
　前記流入チャンバーの開口端部の近くに泡が形成されるのを低減させるため前記流入チ
ャンバー内に配置された多孔性発泡体とを具え、
　前記流入口は前記流入チャンバーの流入壁に設けられていることを特徴とする収集容器
。
【請求項９】
　請求項８に記載の収集容器において、前記バッフルはスクリーンであることを特徴とす
る収集容器。
【請求項１０】
　請求項８に記載の収集容器において、前記流出口と前記液体空気セパレーターとは前記
収集チャンバーの流出壁に設けられており、前記バッフルは前記収集容器内に配置された
ときに、前記収集容器の水平液体ラインに対し角度付けされた偏向板を具え、当該偏向板
に当たる流体は前記流出壁から遠ざかるように案内されることを特徴とする収集容器。
【請求項１１】
　請求項８に記載の収集容器において、前記バッフルは、偏向板を具え、流体が前記収集
チャンバーに流入する時に形成される泡を破裂させるために、少なくとも１つの膨出部が
前記偏向板に配置されていることを特徴とする収集容器。
【請求項１２】
　請求項８に記載の収集容器において、前記多孔性発泡体は、前記流入チャンバーに流入
する液体のための曲がった経路を形成することを特徴とする収集容器。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の収集容器において、前記多孔性発泡体は、連続気泡ポリウレタン発
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泡体であることを特徴とする収集容器。
【請求項１４】
　減圧治療システムで用いられる収集容器において、
　前記収集容器は、
　収集チャンバーと、
　前記収集チャンバーの上方に設けられた流入チャンバーと、前記流入チャンバーは、流
入壁部により画定される開口端部および閉口端部と、前記流入チャンバーと前記収集チャ
ンバーとを仕切る仕切り部とを具え、前記仕切り部は、前記流入チャンバーと前記収集チ
ャンバーとを連通させる開口部を有しており；
　前記流入チャンバーの流入壁部に設けられ、組織部位に流体連結される流入口と、
　前記収集チャンバーと連通し、減圧源に流体連結される流出口と、
　前記流出口に隣接して設けられ、液体が前記流出口を介して前記収集チャンバーから流
出するのを防ぐ疎水性フィルターと、
　ベースおよび偏向板を有するバッフルであって、前記ベースは、前記流入チャンバーの
開口部を介して前記流入チャンバーに取り外し可能に取り付けられたバッフルとを具え、
　前記バッフルの前記偏向板は、前記流入口を介して前記流入チャンバーに流入する液体
を偏向させて、前記疎水性フィルターが早期に目詰まりするのを防ぐようになっているこ
とを特徴とする収集容器。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の収集容器において、前記バッフルは、前記収集容器の前記流入チャ
ンバーと前記流出口との間に湾曲路を形成することを特徴とする収集容器。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の収集容器において、前記バッフルはスクリーンであることを特徴と
する収集容器。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の収集容器において、前記流出口および前記疎水性フィルターが、前
記流入チャンバーの流入壁部と対向する収集チャンバーの流出壁に設けてあり、前記偏向
板は、前記ベースに対して角度付けされており、前記偏向板に当たる流体は前記流出壁か
ら遠ざかるようになっていることを特徴とする収集容器。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の収集容器において、前記流出口および前記疎水性フィルターが、前
記流入チャンバーの流入壁部と対向する収集チャンバーの流出壁に設けられており、前記
流出口および前記疎水性フィルターが、前記流入チャンバーの仕切り部の下方に設けられ
ていることを特徴とする収集容器。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の収集容器において、前記開口部はスロットであることを特徴とする
収集容器。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の収集容器において、
　流体が前記収集チャンバーに流入する時に形成される泡を破裂させるために、少なくと
も１つの膨出部が前記偏向板に配置されていることを特徴とする収集容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は組織処理システムに関し、特に、滲出液を収集するシステム及び方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　臨床研究および臨床演習では、組織部位近傍を減圧すると、組織部位での新しい組織の
成長が増大し、かつ、促進することが明らかにされてきた。この現象の適用例は多数ある
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が、減圧の適用は、傷の治療で特に成功してきた。この処理（ときに、医学界では「負圧
傷療法」、「減圧療法」または「真空療法」と称される）により、肉芽組織の早期治癒お
よび形成促進を含む種々の利点が得られる。一般的に、減圧は、浸透性パッドやその他の
マニホールド装置を介して適用される。浸透性パッドは、組織に減圧を分配できるととも
に、組織から導かれる流体を流すことができるセルまたは孔を含んでいる。浸透性パッド
は、治療を容易とする他の部材を有する包帯内に組み込まれることもある。 
【０００３】
　流体または滲出液は、一般的に、廃棄または分析のために収集容器内に収集される。こ
のような収集容器は、余分な空気を排気しつつ、収集容器内に流体を保つために、滲出液
の流れにある空気から流体を分離しなければならない。従来では、この要求に対して、最
も一般的な解決法である疎水性フィルタを用いる種々の方法が知られている。実際、多く
の滲出液収集容器は廃棄可能な部材であり、低コストおよび製造の容易さが重視される。
構造が複雑で不要な部材がある収集容器は望まれていない。疎水性フィルタは、流体を許
容可能な限り阻止しつつ、乾気流れを最大にするよう最適化されており、かつ、小型で最
小限のコストとされている。
【発明の概要】
【０００４】
　現在の収集容器の問題は、以下に示す例示的な実施例のシステムおよび方法により解決
される。 
【０００５】
　例示的な一実施例では、減圧処理システムが提供される。減圧処理システムは、組織部
位に設けられる浸透性パッドと、収集チャンバー、流入口および流出口を有する収集容器
とを具えている。流入口は、浸透性パッドに流体連結される。減圧源は、収集容器の流出
口に流体連結され、組織部位からの流体を収集チャンバーに流すように、収集チャンバー
および組織部位に減圧を送る。液体空気セパレーターは、流出口に取り付けられており、
液体が流出口を介して収集チャンバーから流出するのを防止する。バッフルは、収集容器
内に設けられ、収集容器に流入する液体を偏向させ、液体空気セパレーターが早期に目詰
まりするのを防ぐようになっている。 
【０００６】
　例示的な他の実施例では、減圧処理システムに用いられる収集容器が提供される。収集
容器は、収集チャンバーと、組織部位に流体連結される流入口と、減圧源に流体連結され
る流出口とを具えている。液体空気セパレーターは、流出口に隣接して設けられ、バッフ
ルは、収集容器内に設けられ、収集容器に流入する液体を偏向させて、液体空気セパレー
ターが早期に目詰まりするのを防ぐようになっている。 
【０００７】
　例示的なさらに他の実施例では、減圧処理システムに用いられる収集容器が提供される
。収集容器は、収集チャンバーと、収集チャンバーの上方に設けられた流入チャンバーと
を具えている。流入チャンバーは、流入壁部により画定される開口端部および閉口端部を
有している。流入チャンバーは、流入チャンバーと収集チャンバーとを仕切る仕切り部を
さらに具えている。仕切り部は、流入チャンバーと収集チャンバーとを連通させる開口部
を有している。流入口は、流入チャンバーの流入壁部に形成され、組織部位に流体連結さ
れるようになっている。流出口は、収集チャンバーと連通し、減圧源に流体連結されるよ
うになっている。疎水性フィルターは、流出口に隣接して設けられ、液体が流出口を介し
て収集チャンバーから流出するのを防ぐ。ベースおよび偏向板を有するバッフルが設けら
れ、ベースは、流入チャンバーの開口部を介して流入チャンバーに取り外し可能に取り付
けられる。バッフルの偏向板は、流入口を介して流入チャンバーに流入する液体を偏向さ
せて、疎水性フィルターが早期に目詰まりするのを防ぐようになっている。 
【０００８】
　例示的なさらに他の実施例では、減圧処理システムに用いられる収集容器が提供される
。収集容器は、収集チャンバーと、組織部位に流体連結される流入口と、減圧源に流体連
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結される流出口と、流出口と隣接して設けられる液体空気セパレーターとを具えている。
バッフルは、収集容器内に設けられ、収集容器内で破裂した泡からの滴または霧を受ける
ようになっている。 
【０００９】
　例示的な他の実施例では、減圧処理システムに用いられる収集容器が提供される。収集
容器は、収集チャンバーと、収集チャンバーの上方に設けられた流入チャンバーとを具え
ている。流入チャンバーは、流入壁部により画定される開口端部および閉口端部とを有し
ている。流入チャンバーは、流入チャンバーと収集チャンバーとを仕切る仕切り部とをさ
らに具えている。仕切り部には、流入チャンバーと収集チャンバーとを連通させる開口部
が形成されている。流入口は、流入チャンバーの流入壁部に形成され、組織部位に流体連
結される。流出口は、収集チャンバーと連通し、減圧源に流体連結される。液体空気セパ
レーターは、流出口に隣接して設けられ、液体が流出口を介して収集チャンバーから流出
するのを防ぐようになっているとともに、流入チャンバーの開口端部近傍における泡の形
成を最小とするために、流入チャンバー内には浸透性発泡体が設けられる。 
【００１０】
　さらに他の実施例では、組織部位からの滲出液を収集する方法が提供される。この方法
は、収集容器内で減圧を発生させ、収集容器に組織部位からの滲出液を流すステップを含
んでいる。収集容器は、流出口および流出口に取り付けられた液体空気セパレーターを具
えている。この方法は、さらに、滲出液のタンパク質が液体空気セパレーターに蓄積する
のを最小とするステップを含んでいる。 
【００１１】
　例示的な実施例の他の目的、特徴および利点は、以下の図面および詳細な説明から明ら
かになると思う。 
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、例示的な一実施例による収集容器およびバッフルを有する減圧処理シス
テムの正面斜視図である。
【図２】図２は、図１の収集容器およびバッフルの正面分解斜視図である。
【図３】図３は、図２の収集容器およびバッフルの後面斜視図である。
【図４】図４は、図２の収集容器およびバッフルの部分断面分解斜視図であり、図３の４
－４線断面を示している。
【図５】図５は、図２のバッフルの正面斜視図である。
【図６】図６は、図２のバッフルの正面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、図２の収集容器の平面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図２の収集容器およびバッフルの部分断面図であり、図７Ａの７Ｂ
－７Ｂ線断面を示している。
【図８】図８は、例示的な一実施例によるバッフルを示している。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に示すいくつかの例示的な実施例の説明において、本明細書の一部をなす添付の図
面には参照番号が付され、発明が実施される例示的な特定の好ましい実施例が示される。
これらの実施例は、当業者が本発明を実施できるように十分詳細に記載されており、他の
実施例を用いてもよく、また、論理的構造、機械的、電気的および化学的変更が本発明の
意図および範囲から逸脱することなく行われうることが理解できよう。当業者が以下に記
載される実施例を実施する際の不要な詳細を省くために、当業者に公知の情報は説明して
いない。従って、以下の詳細な説明は、限定的な意味で解釈されるものではなく、例示的
な実施例の範囲は、添付する特許請求の範囲にのみ限定されるものである。 
【００１４】
　以下に用いられる用語「減圧」は、一般的に、処理される組織部位における周囲圧力よ
りも低い圧力のことである。多くの場合、この減圧は、患者が置かれる周辺圧力よりも低
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い。また、減圧は、組織部位における組織と関連する静水圧よりも低い時もある。用語「
真空」および「負圧」は、組織部位に適用される圧力を説明するために用いられるが、組
織部位に適用される実際の減圧は、通常は完全真空となる減圧よりもかなり低い時もある
。減圧は、まず、組織部位領域において流体流れを発生させる。組織部位周辺の静水圧が
望ましい減圧に近づくと、流体流れは弱まり、減圧が保たれる。明記しない限り、以下に
述べる圧力値は、ゲージ圧である。同様に、減圧の増加は、通常、絶対圧力の減少を意味
し、減圧の減少は、通常、絶対圧力の増加を意味する。 
【００１５】
　以下に用いられる用語「組織部位」は、限定的ではないが、骨組織、脂肪組織、筋組織
、神経組織、皮膚組織、維菅束組織、結合組織、軟骨、腱、または靱帯を含む組織上の、
または組織内の傷または欠陥のことである。さらに、用語「組織部位」は、必ずしも傷つ
いているまたは欠陥のあるものではない組織領域を意味する場合もあるが、その場合には
、追加的な組織の成長を増大または促進することが望まれる領域を意味することとなる。
例えば、減圧組織処理は、採取され、他の組織位置に移植される追加的な組織を成長させ
る特定の組織領域に用いられる。 
【００１６】
　図１を参照すると、本発明の一実施例による減圧処理システム１１０は、患者の組織部
位１１４と流体連結する導管１１２を具えている。導管１１２は、菅アダプター１１８お
よび分配マニホールド１２２を介して組織部位１１４に流体連結されている。分配マニホ
ールド１２２は、減圧を組織部位１１４に分岐可能な生体吸収性または非生体吸収性のい
かなる材料でもよい。一実施例では、分配マニホールド１２２は、開細胞型であり、網状
のポリウレタンフォームとなっている。ドレープ１２８は、分配マニホールド１２２上に
設けられ、組織部位１１４の周囲をシールし、組織部位１１４を減圧に保つ。 
【００１７】
　導管１１２は、減圧源１３４に流体連結されている。一実施例では、減圧源１３４は、
モーター駆動される減圧または真空ポンプである。他の実施例では、減圧源は、圧縮可能
なベロ－ポンプのような手動操作型のポンプである。さらに他の実施例では、減圧源１３
４は、病院やその他の医療機関で壁に設けられた利用可能な吸気ポートである。 
【００１８】
　減圧源１３４は、センサー、処理ユニット、アラームインジケーター、メモリー、デー
タベース、ソフトウェア、表示ユニット、および、組織部位１１４にさらに容易に減圧処
理を適用できるようにするユーザーインターフェースを含む減圧処理ユニット１３６に収
容されている。一実施例では、センサー（図示せず）は、減圧源１３４に、またはその近
傍に設けられ、減圧源１３４が発生する源圧力を検出する。センサーは、減圧源１３４に
より送られる減圧を監視および制御する処理ユニットと通信する。組織部位に減圧を与え
ると、新しい組織の成長が促進され、組織部位から滲出液の排出を続けることにより、組
織部位周辺の組織への血流が増加し、分配マニホールドを組織部位に押し込むことにより
、新しい組織の成長を刺激する組織部位での微少な変形が発生する。 
【００１９】
　さらに、図１、図２および図３を参照すると、収集容器１４２は、減圧源１３４および
組織部位１１４に流体連結され、組織部位１１４から排出される滲出液およびその他の流
体を収集する。図１～図３に示す実施例では、収集容器は、蓄積部１４４および蓋部１４
６を具えている。蓋部１４６は、概ね平面であり、蓄積部１４４と嵌合可能な流出壁１４
８により形成されている。蓄積部１４４は、三日月型をなす湾曲した輪郭の蓄積壁１５０
から形成されているが、蓄積部１４４および蓋部１４６により、円筒状、立方体状、直方
体状、またはその他の形状の収集容器を形成してもよい。また、収集容器１４２は、個別
の蓄積部および蓋部を具えるのではなく、概ね一体型のハウジングから形成されるものと
してもよい。 
【００２０】
　収集容器１４２は、導管１１２に流体連結される流入口１５２と、減圧源１３４に流体
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連結される流出口１５６と、流出口１５６と協働し、液体が流出口１５６を介して収集容
器１４２から流出するのを防ぐ液体空気セパレーター１６０とを具えている。流入口１５
２は、蓄積部１４４の凹部１８０にある流入壁部１７８に設けられている。一実施例では
、流出口１５６は、流出壁１４８に設けられ、液体空気セパレーター１６０は、流出口１
５６と隣接して、流出壁１４８に固着されている。流出口１５６により、収集容器１４２
と減圧源１３４とが流体連結でき、収集容器１４２内が減圧に保たれる。この減圧は、流
入口１５２、導管１１２、管アダプター１１８、および、分配マニホールド１２２を介し
て組織部位に送られる。減圧により、組織部位１１４から収集容器１４２に滲出液および
その他の流体が流れる。液体空気セパレーター１６０により、収集容器１４２に流れ込む
液体が流出口１５６を介して収集容器１４２から流出するのが防止されるとともに、減圧
源１３４を汚染することが防止される。 
【００２１】
　例示的な実施例では、液体空気セパレーター１６０は、流出口１５６を通る液体流路を
阻止する疎水性フィルターである。また、液体空気セパレーター１６０を、流体流れが通
過する時に、流体流れから液体を凝縮したり、分離したりするのを促す疎水性表面を含む
重力式バリアシステムまたは装置としてもよい。液体空気セパレーター１６０の他の例は
、流体流れから液体を分離したり、気体路を確保しつつ液体路を阻止する燒結金属、焼結
ナイロンまたはその他の材料や装置である。 
【００２２】
　図２、図３、および図４をさらに参照すると、例示的な実施例では、収集容器１４２は
、収集容器１４２内の流体を収集する主容器として用いられる収集チャンバー１６６を具
えている。流入チャンバー１７０は、収集チャンバー１６６の上方に設けられ、開口端部
１７２および閉口端部１７４を有している。収集チャンバー１６６の閉口端部１７４は、
流入壁部１７８により画定されている。流入口１５２は、流入壁部１７８に設けられてお
り、導管１１２の主菅腔により、組織部位１１４と流入チャンバー１７０とが容易に連通
する。さらに、流入チャンバー１７０は、流入チャンバー１７０を収集チャンバー１６６
から少なくとも部分的に分離する仕切り部１８６を具えている。仕切り部１８６が設けら
れてはいるが、流入チャンバー１７０の開口端部１７２および仕切り部１８６に形成され
た開口部１９０を介して、流入チャンバー１７０と収集チャンバー１６６とが流体連結可
能となっている。図３および図４に示すように、開口部１９０はスロットとなっているが
、流入チャンバー１７０と収集チャンバー１６６とを良好に連通するものであれば、孔、
溝、またはその他の孔部としてもよいことに注意されたい。 
【００２３】
　流入口１５２、流出口１５６、および流入チャンバー１７０の位置および形状について
は上述した通りであるが、それらの位置、形状、および一般的な構造は、収集容器の形状
および構造により変化するものである。 
【００２４】
　以下に説明するように、収集容器１４２は、主に、組織部位１１４からの滲出液を収集
するために用いられる。一部の患者の滲出液は、特異な科学的および物理的特性を有して
いる。これらの特性により、流体が収集容器に流入する際、気泡形成および発泡が促進さ
れる。流体は、多くの疎水性フィルター膜に付着するタンパク質を含む場合がある。通常
の状態では、タンパク質膜は、漸進的に形成されるが、発泡があると崩れる。「滲出液の
泡」が存在すると、泡が弾ける時に、タンパク質を含む滲出液の細かい滴が霧化して蓄積
現象が最大となる。これらの細かい滴により、疎水性フィルターの液体流出効果が制限さ
れるとともに、滴が急速に蒸発する。蒸発すると、滴がある面にタンパク質残留物が残留
する。残留物が疎水性フィルターの面に蓄積されると、フィルター性能および空気流が損
なわれる。この目詰まりは、収集容器容量の一部のみが収集した後に発生し、収集容器を
早めに廃棄しなければならず、作業コストが増加する。深刻な状態では、フィルターは、
完全に目詰まりし、それにより、システムは所望のように処理できなくなる。極端な場合
、この目詰まりにより、フィルター膜が完全に機能しなくなり、主要件である空気から流
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体を分離することができなくなり、下流にある部材が汚染されてしまう。 
【００２５】
　図２～図６、図７Ａおよび図７Ｂを参照すると、タンパク質の泡が形成されるのを抑え
、形成されたタンパク質の泡を破裂させ、収集容器１４２に設けられた疎水性フィルター
である液体空気セパレーター１６０を早期に目詰まりしにくくさせるバッフル２１０が設
けられている。バッフル２１０は、ベース２１４および偏向板２１８を具えており、ベー
ス２１４は、偏向板２１８に一体的に取り付けられる側板２２２を具えている。他の実施
例では、側板２２２は、溶接、接着、またはその他の取り付け手段により偏向板２１８に
取り付けられる。バッフル２１０には、液体が収集容器に流入する時に形成される泡を破
裂させる膨出部２２６が設けられている。膨出部２２６は、図２、図５、図６、および図
７Ｂに示すようにスパイク状であるが、泡を破裂可能ならば、リッジ状、リブ状、クリー
ト状、ドーム状、突起状、またはその他の形状としてもよい。追加的または代替的に、偏
向板２１８に泡の表面エネルギーを低減させる界面コーティング部を設けてもよい。 
【００２６】
　図５および図６に示した偏向板２１８は、通常中実であるが、バッフル２１０の偏向板
２１８およびその他の部材に、孔、スロット、溝、その他の孔を設けてもよい。これらの
孔により、気体が容易に通過するとともに、液体空気セパレーター上にタンパク質が蓄積
するのを最小とするために、または、防ぐために必要な閉塞または偏向特性が提供される
。例示的な一実施例では、バッフルは、スクリーンまたはスクリーン材料から構成される
。他の実施例では、バッフルは、気体流れに対して透過性または半透過性の偏向板または
その他の部材を具えている。 
【００２７】
　組み立て時には、バッフル２１０のベース２１４は、流入チャンバー１７０の開口端部
１７２に取り外し可能に嵌合される。図６および図７Ｂに示すように、偏向板２１８は、
ベース２１４に対して角度付けされており、流入チャンバーに流入し、偏向板にあたる流
体は、流出壁１４８から離れるように偏向される。バッフル２１０が収集容器１４２に取
り付けられると、偏向板は、収集容器の水平液体ラインに対して斜めになる。水平液体ラ
インは、収集容器がおおむね直立位置とされた時に、収集容器１４２に収集される液体上
面により示される線または面のことである。 
【００２８】
　図７をさらに参照すると、収集容器１４２を流れる流路は、線２３４により示されてい
る。流体は、流入口１５２を介して流入チャンバー１７０に流れる。次いで、流体は、バ
ッフル２１０の側部下方を通過し、流入チャンバー１７０の開口部１９０および開口端部
１７２を介して、偏向板２１８により下方へ流される。流体が収集チャンバー１６６に流
入すると、流体流れにおける液体は、重力により下方へ流され、収集チャンバー１６６の
底部に収集される。流体流れにおける気体は、偏向板２１８周辺で上方へ流れ、収集容器
１４２の流出口１５６から排出される。 
【００２９】
　バッフル２１０は、収集容器１４２に流入して流れる流体の湾曲路（例えば、線２３４
により示してある）を形成する。この湾曲路は、収集容器１４２に流入する液体により液
体空気セパレーター１６０が早期に目詰まりするのを遅らせたりおおむね防止したりする
。また、バッフル２１０の偏向板２１８および選択的には膨出部２２６は、液体滲出物に
おけるタンパク質の泡が形成されるのを防止する、または形成された泡が液体空気セパレ
ーター１６０に到達するのを防止する。また、バッフル２１０は、流入チャンバー１７０
の開口端部１７２と液体空気セパレーター１６０との間が直線的となるのを防止する、ま
たはおおむね直線的とならないようにする。 
【００３０】
　バッフル２１０は、収集容器内で破裂する泡からの滴または噴霧を受けるように収集容
器１４２に取り付けられる。ある場合には、バッフル２１０は、収集容器１４２の流出口
１５６と、滲出液の泡が破裂する、すなわち、泡破裂領域である収集容器の領域との間に
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設けられる。また、ある場合には、バッフル２１０は、流出口１５６と滴形成領域との間
に設けられる。滴形成領域は、破裂する泡からの滲出液の滴が形成されるまたは到達する
領域である。いくつかの実施例では、収集容器の泡破裂領域と滴形成領域とは、同一また
は近接して位置する。他の実施例では、泡破裂領域と滴形成領域とは、異なる位置となる
。図１～図６、図７Ａおよび図７Ｂに示される収集容器１４２では、泡破裂領域および滴
形成領域は、流入チャンバー１７０内、または流入チャンバー１７０の開口端部１７２お
よび開口部１９０の近傍にある。 
【００３１】
　収集容器１４２に流入する流体の湾曲路を、他の手段により形成してもよいことに注意
されたい。１つの実施例では、ポリウレタンフォームのような浸透性で網状の発泡体が流
入チャンバー１７０に設けられる。発泡体の網状特性により、流入チャンバー１７０の開
口端部１７２近傍における泡の形成が最小となり、液体空気セパレーター１６０でのタン
パク質の蓄積が制限される。同様に、その他の発泡体または材料が流入チャンバー１７０
内、または流入チャンバー１７０と液体空気セパレーター１６０との間に設けられ、液体
空気セパレーター１６０が早期に目詰まりすることが防止される。個別の流入チャンバー
を有さない収集容器では、収集容器内のどこかに浸透性の発泡体が設けられ、液体空気セ
パレーター上でのタンパク質の蓄積が防止される。収集容器内における浸透性の発泡体は
、滴形成領域または泡破裂領域と収集容器の流出口との間に設けられるのが好ましい。 
【００３２】
　図８を参照すると、例示的な実施例によるバッフル８１０が示されている。バッフル８
１０は、バッフル２１０と同様に、ベース８１４および偏向板８１８を具えているが、熱
スタンピング処理で製造される。バッフル８１０は、収集容器１４２と同様の収集容器ま
たはその他の収集容器で用いられる。また、バッフル８１０は、直線的になるのを防止し
、かつ、収集容器の流出口と、流入チャンバーの流入口、泡破裂領域、滴形成領域、およ
び開口端部のいずれか一つとの間で湾曲路を形成する。このようにして、バッフル８１０
は、収集容器の流出口に取り付けられた液体空気セパレーターが早期に目詰まりするのを
防止できる。 
【００３３】
　例示的な実施例により、組織部位からの滲出液を収集する方法が、さらに提供される。
この方法は、収集容器内を減圧とし、滲出液を組織部位から収集容器へ流すステップを含
んでいる。収集容器は、流出口と、流出口に取り付けられた液体空気セパレーターとを具
えている。さらに、この方法は、液体空気セパレーターにおける滲出液からのタンパク質
の蓄積を最小または防止するステップを含んでいる。タンパク質の蓄積を最小とするまた
は防止するステップは、上述したようなバッフルまたは浸透性の発泡体を設けることを含
む種々の異なる方法で実現される。このようにして、収集容器に流入する滲出液は、液体
空気セパレーターから遠ざけられる。さらに、タンパク質の蓄積は、収集容器の泡破裂領
域と流出口との間が直線的になることを防ぐことにより、または、おおむね直線的になら
ないようにすることにより最小とされるか、または防止される。代替的または追加的に、
湾曲路は、収集容器に流入する滲出液のために形成される。 
【００３４】
　ここに開示された例示的ないくつかの実施例では、導管から収集容器本体へ流体が流入
して遷移するような泡形成の可能性を低減させる手段が設けられる。この流体流入遷移は
、キャビテーションおよび泡形成を最小とする流体流れの特性と合致している。追加的ま
たは代替的に、いくつかの実施例では、タンパク質の泡に晒されると、タンパク質の蓄積
を最小とする疎油性コーティングのような液体空気セパレーターの界面コーティング部が
含まれる。 
【００３５】
　ここに開示された例示的な実施例は、いかなる種類、形状、または大きさの減圧処理シ
ステムと、いかなる種類、形状、または大きさの収集容器とに用いられる。また、流入口
、流出口、および液体空気セパレーターの位置は、個々の収集容器の設計に基づいて変化
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するものである。同様に、バッフルの形状は、収集容器の輪郭または外形と一致するよう
に、必要に応じて変更される。バッフルは、減圧処理システムでの使用に限定されないも
のであることに注意されたい。また、バッフルは、液体空気セパレーターが早期に目詰ま
りすることを防止する装置の利益を享受する他の医療用収集容器にも用いられるものであ
る。
【００３６】
　本発明では、上述から、大きな利点を得られることが明らかである。本発明をいくつか
の形態のみで示したが、本発明は、それらに限定されることなく、本発明の範囲から逸脱
することなく、種々の変更および修正が可能である。 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 5280561 B2 2013.9.4

【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８】
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